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基本理念 

 

〇不登校の子供とその保護者を孤立させない 

・子供 → 安心できる場、多様な学びの場 

・保護者 → 相談の場、つながり 

〇一人一人の学びを支える(基本的人権の尊重、学び方の再構築) 

〇フォローアップ体制を整備する(相談体制の周知、整備、拡充) 

 

【市教育委員会が主体となって進める】 【学校と市（県）教育委員会が協力して進める】 【学校が主体となって進める】 

不登校児童生徒が増加している現状 

 

多様な学びの中で自信をもって未来を切り拓く子供 

※不登校人数…年間 30日以上欠席した児童生徒の人数 

（病気等の理由を除く） 


